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<要　　　　　旨>

　いわゆる学級崩壊と呼ばれる現象をはじめ授業不成立の状況が問題視されるなかで，きまりや
ルール，マナーの「遵守」「徹底」が重要であると解する見方がある。そこでは，「規律」という
概念さえも，学級や学校，社会の秩序を維持するための他律的な管理の装置と見なす考え方が広
く存在する。しかし，元来，授業研究や生活指導の文脈において，「規律」は他律的管理装置と
してのきまりやルールとは区別される。「規律はきまりのように，直接的に『守ったり』『決めた
り』できるものではない。集団生活の『結果』として生じてくる内面的なもの」ととらえるので
ある。
　本稿で焦点を当てたN教諭の授業実践における「読み研」方式は，その明確な授業スタイルに
則って子どもが追究を深めていく過程で，自ずと「規律」が子どもの中に内化していくという特
徴を有する。こうした認識論と内容論にこだわる授業づくりの過程で，子どもの内面に学習規律
が生成する点において，「学習規律」の本質的要件を指し示している。

キーワード：学習規律・授業づくり

1．はじめに　―授業の認識過程から生成される学習規律への着眼―

　平成18年に「改正」された教育基本法第6条は，「教育を受ける者が，学校生活を営む上で必要
な規律を重んずる」ことを定めている。学校教育法第21条は，「規範意識」に基づいて社会の形
成に参画することを，普通教育の目標の中に示した。こうした規律や規範意識の問題は，きまり
やルール，マナーの「遵守」の問題であると解する見方がある1。そしてルールの瓦解が「学級
崩壊」などの問題を引き起こすととらえる考え方に基づけば，他律的な管理や訓練によってルー
ルを「徹底」することによって，状況を改善するべきだとする主張が必然的に導かれることにな
る。米国で1990年代に支持された生徒指導方式である「ゼロトレランス」を推奨する言説2が見

1）   『現代教育科学』（第53巻7号，明治図書，2010年）における「特集：なぜ『規範意識』が育たないか」で
は，規範意識が育たない理由を，マナーやルールの不徹底の問題として論じる論文が散見される。例え
ば，向山行雄「通学のマナーの遵守を通して」（同誌36頁）や，「ルールが守れなかったら，学校全体がば
らばらになり，授業も始められなくなる」（山田一「学校の実態から構想する」同誌41頁）など。

2） 例えば加藤十八など（加藤十八編著『ゼロトレランス　規範意識をどう育てるか』学事出版，2006年。）
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られることは，その顕著な例である。このように規律を学級や学校，社会の秩序を維持するため
の他律的な管理の装置として見なす考え方が広く存在するのである。
　一方，授業研究や生活指導の文脈において，「規律」は他律的管理装置としてのきまりやルー
ルとは区別される。「規律はきまりのように，直接的に『守ったり』『決めたり』できるものでは
ない。集団生活の『結果』として生じてくる内面的なもの」3である。この把握に基づけば，「外
から示される行動の枠組み（きまり・規則）が，子ども集団自身に必要なものとして意味づけ直
され，自覚化されていくように働きかけることが規律の指導である」4ということになる。
　本稿では，まず「学習規律」という概念を，戦後の授業研究史に基づいて検討した上で，実際
に「学習規律」がどのように扱われているか，一つの授業実践に注目して考察を加えてみたい。
考察対象とするN教諭は，「科学的『読み』の授業研究会」（以下，「読み研」と略記）方式の国
語授業を実践する教師である。本研究調査を実施した当時，担任していた学級は，学校内におい
て前年度に「学級崩壊したクラス」とみなされていた。その「学級崩壊」という表現や，その概
念規定そのものには検討の余地があるものの，当該学級の規律を回復することを期待された担任
起用であったことに違いはない。
　N教諭は，一方では「学級内クラブ」など，主に授業以外の場を中心として関係づくり，居場
所づくりを実践しつつ，他方では授業において「読み研」方式の授業づくりを実践している。N
教諭の授業実践には，学習内容を中心にして子ども同士がかかわり合い，そのプロセスにおいて
授業に必要な規律が生成され共有されているという現象が散見される。すなわち，授業の認識過
程において子ども集団の必要に応じた，内的で自律的な学習規律が生成されているのである。
　冒頭で述べたように，規律の問題を授業や学級の他律的管理装置としてとらえる傾向が一方に
あるとすれば，これに検討を加える手掛かりが，N教諭の授業づくりから得られると考えられる
のである。

2．学習規律とは何か　―戦後授業研究史における学習規律概念を手掛かりに―

　（1）学習権を行使する「手段」としての学習規律
　まず，特に授業づくりの文脈において，学習規律とは元来どのようなものを指す概念であった
のか，戦後の授業研究史にもとづいて検討を加えおきたい。
　戦後，わが国の授業研究における潮流の一つとなった学習集団づくりの実践において，学習規
律が論じられた経緯がある。1960年代の広島県の森小学校では，「『発言形式』を積み重ねていく

『学習規律』の指導」5が展開されていた。
　当時，森小では，子どもの発表が高まらないし，積極的にならないということが問題とされて
いた6。そこで，子どもの発表をはばむものを調べ，それへの手だてが考えられた7。学習集団づ

3）   諸岡康哉「規律ときまり」恒吉宏典・深澤広明編『授業研究　重要用語300の基礎知識』明治図書，1999
年，102頁参照。

4）   高橋英児「特集：外からの規律／内からの規律～集団の教育力を育てる～　ルールづくりから規律へ」『生
活指導』第50巻12号，明治図書，2008年，27-28頁。

5）   深澤広明，熊井将太，八木秀文「戦後授業研究における学習集団づくりの組織方法論」『教育学研究紀要』
第53巻，2007年，161頁。

6）  吉本均，広島県比婆郡東城町森小学校『集団思考の態度づくり』明治図書，1969年，88頁参照。
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くりの指導は，「授業の中で子どもの相互の関係のし方，かかわりあいへの働きかけであり，授
業に存在している否定的なかかわりあいを肯定的なそれへとかえて」8いこうとするものである。
そのために，まず，授業において，全員参加の規律をつくり出す必要があった。それを「学習規
律」と呼んだのである。
　問題解決の糸口としてまず試みられたのが「集団を意識した発言形式第一段階」である。つま
り，これを子どもに定着させることで，発言する際の形式的側面の困難を除去しようとしたので
ある。この段階がおおむね身についたら，次の段階（「集団を意識した発言形式第二段階」）へと
指導は進められた。そして，「発言形式」を固定化すると，どの子どもも同じような発言になっ
て，子どもの個性が失われるというおそれから，「発言形式」が自分のものになった時期をみは
からって，「形式こわし」が行われた9。森小では，こういった，「発言形式」の指導をきっかけ
として，話し合いをする技術や態度が身につき，支え合って学ぼうとするムードや，学習意欲が
でてきたとされる10。
　このように，「自主・共同」や「全員参加」といった当該の目標に向かい，かつ子どもの必要
感に即しながら，発表のし方や聞き方などの「形式」が形成される。それを「学習規律」と呼ぶ
のであるが，その「形式」が，その役目を果たしたときには次の段階へと発展的に解消したり，
別の形に進化したりしていくのである。すなわち，学習規律とは，あくまでも子どもたちが自分
たちの学習を有利に展開していくための「手段」であって，その「定着」や「徹底」ということ
自体が「自己目的化」することがあってはならないのである11。

　（2）学習内容に即して発展する道具としての学習規律
　「集団を意識した発言形式第二段階」を身につけた森小の子どもたちは，その形式をふまえた
上での「自由な発想で，自分たちのことばで，発表」できるようになったとされる12。しかし，
子どもたちの発言には，学習の内容は高まるどころか，焦点ボケするものがあり，いたずらに時
間を費やすことがあったとも言われている13。つまり，発言の量的側面は活性化されたものの，
子どもたちが「問題を深く突っ込んで学習しようという気魄が足らない」14ことが浮き彫りにな
り，「発言の質を深め，ほんものの集団思考のできる発言構造を組織」15することが課題として
残された。
　「発言形式」に固執した指導が進められる時，「発言形式」によって「内容との関連を思考しな
いで『○○さんにつづけます，ちがいます』を発して，際限もない話し合いにおちいる」16危険
性が生じる。したがって，「発言形式」は，集団の発展段階に応じて，教科内容へ迫るものへと
発展的に指導されなければならないのである。つまり，学習集団の発展段階に応じた要求の提出

7）  同上参照。
8）   諸岡康哉，1979年，前掲論文，37頁。
9）   吉本均，1969年，前掲書，88-98頁参照。
10）   同上書，104頁参照。
11）   諸岡康哉，1979年，前掲論文，42頁参照。
12）   吉本均，1969年，前掲書，141頁参照。
13）   同上参照。
14）   同上書，104頁。
15）   同上書，105頁。
16）   吉本，1974年，前掲書，141頁。
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とかかわりづくりが求められるのである。そこで，山下政俊は，1982年に「学習集団と学習主体
の自立への指導の道すじ」17の構造表を提案しており，深澤広明は，2006年に「学習集団づくり
の発展モデル」18（表1）を提案している。

＜表１：学習集団づくりの発展モデル（試案１）＞
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　これらのモデルでは，「発言形式」の指導の発展形態が段階的に示されている。初段階では
「発言形式」の指導がなされるが，やがてはそれを打破した，教材の内容に関わる「接続語」に
よるかかわり合いにシフトしている。それは，全員参加を目指す学習規律から，教科内容の習得
を目指して，「自覚的な学習規律」19にまで高められることである。学習規律とは，こうした

「子どもたちの学習要求の自主的・共同的な表現行為」20としてとらえるべきものなのである。

3．N教諭の「読み研」方式の授業実践の特質

　（1）明確な授業スタイルが学習規律を生成する
　では実際に，教師のねらいと子どもの学習の必要に応じて形づくられる学習規律とはどのよう
なものであるか。N教諭による，「読み研」方式の授業づくりを分析することを通して，検討し
てみたい。
　「読み研」方式の授業は，いくつかのはっきりした授業スタイルをもつことが特徴である。「読
み研」方式で小説（物語文）のジャンルを指導する場合，その順序は以下のようになる。21

　　①「構造よみ」（作品構造を読む）
　　②「形象読み」（作品の一語一文，それらの総体としての文章の形象を読む）
　　③「主題よみ」（それまでに読んできた形象をまとめつつ，作品の主題を読む）
　本稿で考察する授業は③構造読みの段階に相当する。（授業の概略は図表2・3参照）。
構造読みは，「発端」と「クライマックス」を読み取ることがポイントとなる22。本時はこのク
ライマックスがどこであるのかを議論する授業であったが，「読み研」におけるクライマックス
は，いくつかの条件によって規定される23。まず，小説の事件の流れを決定づけるところであ
り，第一に最も緊迫感・緊張感が高いところである。第二に極めて描写性が高くなる傾向がある
ということである。具体的には生のせりふであったり，二重三重のレトリカルな文体が登場した
りしやすい。第三に，解決→破局（幸福→不幸）または破局→解決（不幸→幸福）への決定的な
転換・逆転がおこる。第四にクライマックスは他の部分よりも作品の主題に深くかかわる。
　こうした「読み研」方式の授業は，スタイルがはっきりしているため，授業の論点が分かり易
くなる。論点が明確であるため，話し合いの糸口を共有しやすいという特徴があり，話し合いが
進む過程で必然的に話し合いのルールが生成し，議論の深まりとともに規律が浸透していくとい

17）   山下政俊「授業指導と学習集団形成の構想 ―学習集団と学習主体の形成の具体的すじ道―」『生活指導』
明治図書，1982年12月号，67頁。山下はさらに，「授業指導と授業評価に関する教授学的研究（Ⅰ）」『島
根大学教育学部紀要』第20巻，1986年及び，「授業指導と授業評価に関する教授学的研究（Ⅱ）」『島根大
学教育学部紀要』第22巻，1988年においても，学集団づくりの構造表を提示している。

18）   深澤広明「学習集団づくりの発展モデル（試案１）」『2006年度 研究集録「しっかり聞ける」「自分の考え
が言える」「仲間と関わる（支えあう）」学級集団作り―分かる・楽しい授業の創造―』安芸第一小学校，
2006年，153頁。

19）   吉本，1974年，前掲書，100頁。
20）   吉本均『学級で教えるということ』明治図書，1979年，132頁。
21）   阿部昇『徹底入門・力をつける「読み」の授業―「読み研」方式のセオリー・ノウハウ・授業記録』学事

出版，1993年，15-17頁参照。
22）   同上書，18頁参照。
23）   同上書，19-20頁参照。
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う特質がある。その指導の道筋
は，授業に先立って決められた
話し合いのルールを徹底すると
いう指導スタイルとは明らかに異
なる。
　例えば，本時の学習課題は
T4「クライマックスはどこか
はっきり」させることであった
が，話し合いは厳格なルールで
制御されているわけではない。
しかし，子ども同士が互いの考
え方の接点を探しながら議論が
進んでいく様相が見られる。
C5「僕は69で，なおきくんが
言ったように，（後略）」，C6

「私は○○ちゃん，○○ちゃん
と同じ，63番で（後略）」，C12

「私も○○君と一緒で，62番で
（後略）」というように，発言が
つながっていく。
　同様に，N教諭が物語の構造

（「不幸せ→幸せ」と「幸せ→不
幸せ」）について問うた場面に
も同じことが言える。T33「こ
の雨の夜のるすばんという物語
は，君たちはどっちだと思いま
すか？」に対する話し合い場面
は，学習課題を示すという教授
行為によって授業が進行してい
るのであり，学習のルールは直
接的に指導されてはいない。
　このような授業展開のスタイ
ルに沿って展開される議論は，
帰属分布が子どもにもはっきり
見える。つまり，子どもが互い
の位置関係を意識しやすくなる
のである。それは，学習内容に
こだわることによって，授業規
律が必然的に生起している様相
ととらえることができるであろ

＜図表２　N教諭による学習指導案の一部抜粋＞
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う。これは，教師が「接続詞で発言をつないで発言しましょう。」と言って話し合いのルールを
導入したり，「○○さんと似ていて（違って）…」「付け足して…」といった話形（発言形式）を

授業の概略（授業展開の構造を把握するため筆者が作成したもの） 
2007 年 11 月 1 日 高知県 A 小学校 ５年２組 国語「雨の日のるすばん」 授業者：N 教諭 

 
 

T38「はい、終わった人は旅に出て構いません。やかましくならないようにやって下さい。」 

T39「自分ではできてないけど、ちょっと意見を聞いてみたいという人はいませんか、誰かの。はい、○○君偉い、（他の人の

接近を）求めた。はい、誰が、この二人のところに行って。」 

T4「（前略）クライマックスはどこかはっきりさせてもらいます。（後略）」 
T6「君たちの構造表を見て（中略）この九つ出ていました。」（段落番号 32,52,53,56,59,62,63,69,70） 

C7「僕は、最初 62 だと思ったけど、63 に変えて、そ

のわけは、おかあさんが帰ってきて、いっぺんにあた

たかくなったっていうのは、おかあさんが帰ってきた

のが自分たちの目に見えたっていう決定的瞬間ってい

うのを考えたら、62 じゃないので 63 だと思います。」 

C12「私も○○君と一緒

で、62 番で…62 番はや

っと帰ってきて嬉しく

なってきたから。63 番

の方がもっと嬉しいけ

ど、そこ（62 番）で一

回うれしくなった分、そ

う思いました。」 

C6「私は○○ちゃん、○○ちゃんと同じ、63 番で、○

○ちゃんの意見とすごく似ているんだけど、『お母さん

が帰ってきて、家の中がいっぺんに明るくなりました』

だから、すごく気持ち的にも安心したし、気持ちが温

かくなりました。やからお母さんが帰ってきて本当に

嬉しかったと思うから、63 番にしました。」 

C3「私は 63 番だと思います。なぜなら、お母さんが

帰ってきたから家の中がいっぺんに温かくなった気が

したから、安心したと思うからです。」 

C5「えっと、僕は、69
で、なおきくんが言っ

たように、最初は怒ら

れると思って、ドキド

キしていたけど、それ

で、本当のこと言った

ら怒られると思ったけ

ど、怒られんと褒めら

れたから。」 

C2「僕は、69 番だと思

います。理由は、僕と

弟も本当にドキドキし

ていたと思うし、おか

あさんは、●●ったん

だと思います。」 

C10「僕は、

53 番で、最

初は●●け

ど、だんだん

●●なって

きて、弟が●

●、それが我

慢の限界に

なっていた

ので、そこか

ら良いこと

から悪いこ

と方へ変わ

ったので。」 

C11「僕は 62 番でその

理由は、●●けれど、お

とうさんとおかあさん

が帰ってきたから、心が

●●だと思います。」 

C13「不幸せが幸せになるのと幸

せが不幸せになるものです。」 
T33「この雨の夜のるすばんという物語は、君たちはどっちだと思いますか？（中

略）クライマックスに線をひっぱってやったらいいと思います。」 

T32「（前略）物語はだいたいこの二種類だっていうの。覚えている人？」 

C15「私は不幸が幸せになっ

て、不幸の場面は、母と父がい

なくて怖かったで、幸せのとこ

ろは、帰ってきてほしい時に帰

ってきて、あったかくなったと

こだと思います。」 

C16「僕は幸せか

ら不幸せになる

で、幸せやった時

が、お粥づくりが

多少嫌なことも

あったけど、まだ

大丈夫やったけ

ど、不幸せの方

は、幸せだったお

粥づくりも、嫌な

ことが起こって、

それで我慢しき

れなくなって、嫌

になって、もうや

りたくなくなっ

た。」 

C20「私は不幸から幸せで、ま

りあちゃんがさっき、最後の幸

せは、意見は同じになるけど、

幸の方が●●ページに、題名が

雨の夜の留守番で、夜に留守番

していて、しかも、小雨がふっ

ているから、それが、辺りくら

いし、雨の音聞こえるし、怖い

から･･･怖い。」 

T41「はい、何人の人に聞けましたか。何人の人と話し合いができましたか。（中略）それではどうぞ。意見出してください。」 

C21「最初は不幸から幸せと思ったけど、あのきょうへい君のやつを

聞いて、多分幸せから不幸になって、また幸せになったと思う。理由

は、最初おかゆを炊く気持ちになってすごく嬉しかったのが幸せで、

次に失敗したから、不幸になったけど、最後にはお父さんもお母さん

も帰ってきて、その幸せ、あー、そのおかゆの失敗を許してくれたの

で幸せになったと思います。 

T53「お粥づくりの失敗ですかね。失敗したけど、許し

てくれた、と。（後略）」 

C22「許してくれたじゃなくて、ほめてくれた。」 

C23「僕は『ほめてくれた』の方だと思います。理由は

69 番のところに、『ふたりともありがとう。よう炊いて

くれた』と書いているので、多分ほめてくれただと思い

ます。 

T59「先ほどみんな、この話の中で、きちんと文章の

中から言葉をおさえようと頑張りよるね。」 

C25「えっと、僕は『ほめてくれた』と思います。あの

69 には一文も、怒っちゅうシーンも怒っちゅうとこも無

いし、もし言葉にはあったとしても、それやったら抱き

ついたりせんし、だからあの、『許してくれた』は無いん

だと思います。」 

T59「じゃあ、ということで、これはほめてくれたっていくことでよろしいですね。はい、

じゃあここで困ったね。３つ出たよ。さぁ、どれ。この中のどれか一つにしぼる。」 
（以下、上記３つの考え方を巡って挙手を求めて授業時間終了） 

＜図表３　実際の授業で子どもの意見が分化する様相と教師の指導言を構造化した図＞
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指導したりする授業づくりとは異なるアプローチであると言える。
　T38「終わった人は旅に出てもかまいません。」というN教諭の指示がある。これは，教室内
を（班内に限らず）移動して，意見交換を推奨している場面である。何をどういう順番で話し合
うかというルールが細かく指示されているわけではなく，「旅に出る」という指示で学習行為が
進行していく。これは，「読み研」方式の授業スタイルによって論点が絞られていることによっ
て，学習行為に必然的な制限が生じているためである。
　ただし，N教諭は授業進行のルールを全く指導しないということではない。T38の指示を補う
形で，T39「はい，自分ではできてないけど，ちょっと意見を聞いてみたいという人はいません
か，誰かの。はい，○○君偉い，（他の人の接近を）求めた。はい，誰が，この二人のところに
行って。」という言葉を用い，指示および指導的評価活動を行っている。こうして，互いの意見
を交流し合う姿を推奨することを通して，授業を展開しようと試みているのである。
　以上のように，N教諭の授業は「読み研」方式の授業スタイルに即して組み立てられ，子ども
を集団思考へと誘う。そして，それを補う形で，必要に応じてこうした授業進行のルールが生じ
てくるのである。「読み研」の授業スタイルを後追いする形で，学習規律が必然的に選び取られ
るという点に，N教諭の授業づくりの特徴があると言える。

　（2）読みの技術を鍛えることが子どもの思考の深まりを支える
　N教諭の「読み研」方式の授業実践では，子どもが互いの位置関係（意見の相違点）を意識し
やすい。しかし，議論の後で自分の考えを変更する子どもがいなかったこと（T30）に見られる
ように，話し合いによって読みが深まっているかどうかは別の問題である。活発な応答関係を通
して議論を深め，思考を揺さぶるための鍵は，教材解釈－発問の成否，子どもの読みの技術如何
にかかっている。実際，N教諭は，子どもの発言を次のように切り返して，読みの技術へのこだ
わりを確認している。
C7「（クライマックスに関して）決定的な瞬間を考えたら，ここしかない」
T26「その前のことを考えたんだね。だってクライマックスはこうだから。」
　N教諭は，文章の構造図を指し示しながら，クライマックスは状況の変化に着目した構造であ
ることを確認しているのである。つまり徹底して一次形象から二次形象，三次形象へと読みを深
めさせることが目指されている。
　このように，「読み研」方式の授業では，読みの技術を共有することによって議論を深めてい
こうとする志向性がある。読みの技術は，授業を成立させるための要件であると同時に，その技
術自体が学習内容でもあると言える。したがって，子どもの思考を深め，授業の精度をあげる最
も重要な手立ては，読みの技術を徹底して高めていくことである。この点に，N教諭の「読み
研」方式の授業実践の特徴と課題があると思われる。

4．終 わ り に

　N教諭の授業実践における「読み研」方式は，その明確な授業スタイルに則って子どもが追究
を深めていく過程で自ずと「規律」が子どもの中に内化していくという特徴を有していた。これ
は，本稿で考察した本来の「学習規律」概念である「子どもたちの学習要求の自主的・共同的な
表現行為」という概念規定に合致する。
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　しかし，このような取り組みは，実際には容易ではないと考えられる。授業の内容如何に関わ
らず予め誰かが定めた授業のルールを「徹底」することによって，授業の体裁だけを他律的に整
えようとする方が，取り組みとしては容易である。だが，そうした他律的な取り組みによって，
教室に子どもが「着席」し，授業に「出席」している「形式」だけは担保できたとしても，子ど
もの思考の深まりや，本来の意味での「授業の成立」という問題とは別の関心事が生じてしまう
ことに注意が必要である。
　本稿を執筆している2014年の時点において，学力向上を旗印にして，各地で小中連携の取り組
みが進行している。特に広島県においては，全国学力テストにおける中学校の平均点が，全国的
に見て下位層に位置しているという事実が，小中連携強化という政策に少なからず影響を及ぼし
ていると思われる。そして，この小中連携の取り組みの一つとして，授業のルールを「一貫化」
することが目指されているのである。小学校からルールを一貫して徹底することによって，中学
校における授業が成立し易くなるはずであるという仮説に基づく教育政策である。
　しかし，この議論においては，「子どもが追究したいと思える授業内容が準備されているか」
という内容論の問題や，「わかる」ということの喜びや真理を学級の仲間とともに追究すること
の心地よさなど認識論の問題が語られることがない。まずはきちんと席について教科書を開くと
いう形式から指導することを重視しているのであり，授業の内容理解はその先の問題であるとい
う形式的な段階論で授業づくりを把握する傾向があるのである。
　本稿で取り上げたN教諭の授業実践は，すでに数年前の実践であるが，他律的な授業規律の徹
底によって授業の形式だけを整えようとする近年の動向に対して示唆に富む。子どもの認識をゆ
さぶり，思考が深まっていくような授業の成立にこだわろうとするとき，N教諭の「読み研」方
式の授業実践では，徹底して読みの技術を鍛えることが目指される。一貫した授業のスタイルか
ら必然的に導かれる学習規律は，この読みの技術の深化とともに子どもの中に内化し，学習の手
段ないし道具として子どもに選びとられる。すなわち，授業づくりの過程において学習規律が生
成されるのである。
　いずれの場合にも，授業になにがしかの規律やルールが必要であることに違いはないのだが，
一方のN教諭は認識論と内容論にこそこだわっており，他方はそれを抜きにして形式論を問題に
している。もとより，授業は子どもの認識を鍛える役割を担うものである点において，前者の方
に妥当性がある。また，規律概念を検討した場合にも，「子どもたちの学習要求の自主的・共同
的な表現行為」という元来の規律概念に合致しているのも前者であり，「学習規律」の本質的要
件を具体的に指し示していると考えられるのである。

〔2014.　9.　25　受理〕
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